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出納理事 藤 﨑 秀 明 常務理事 北 村  敦 

理  事 黒 澤 重 德 理  事 大 川 潤 一 
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事務局長 立 川 浩 平 庶務係長 土 方 智 紀 

庶務係員 餅 茉 里 子   

 

４．議 題 

協議事項１ 令和７年度国立市土地開発公社補正予算（第１号）案 

協議事項２ 令和８年度国立市土地開発公社事業計画案 

協議事項３ 令和８年度国立市土地開発公社予算案 

 

５．会議時間   開 会  午後４時００分 

         閉 会  午後４時２５分 

 



 

午後４時００分開会 

 

議 長           （青 木 健 君） 

 

こんにちは。本日は国立市土地開発公社評議員会にお集まりいた

だきまして、ありがとうございます。 

 

ここ数日の暖かさで、サクラのつぼみも一気にほころび、満開の

時期が近づいてまいりました。今週末はお花見で市内各所が賑わう

ことと思います。 

 

評議員の皆様におかれましては、季節の変わり目ということもあ

りますので、お体に十分ご留意くださいますよう、お願いいたしま

す。 

 

それでは、これより評議員会を進めさせていただきます。ただいま

の出席評議員は９名でございます。定足数に達しておりますので、

ただいまから令和８年第１回国立市土地開発公社評議員会を開会い

たします。 

 

日程第１「会議録署名評議員の指名について」を議題といたしま

す。 

議長において、「大谷評議員」と「古濱評議員」の両名を指名す

ることにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり。） 

 

ご異議なしと認め、大谷評議員と古濱評議員の両名を指名いたし

ます。 

 

日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 

会期を本日一日とすることにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり。） 

 

ご異議なしと認め、会期を本日一日といたします。 

日程第３「理事長あいさつ」でございます。理事長、よろしくお

願いします。 

 

理 事 長           （宮 﨑 宏 一 君） 



 

国立市土地開発公社評議員会を招集しましたところ、お忙しい中

にもかかわらず、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 

本日ご協議いただきますのは、国立市土地開発公社の令和７年度

補正予算案、令和８年度事業計画案及び予算案でございます。 

 

まず、令和７年度補正予算案におきましては、長期借入金借換等

の増額補正、および不用額の減額補正を提案させていただいており

ます。 

 

また、令和８年度事業計画案及び予算案につきましては、保有用

地の管理に係る費用等を計上させていただいております。 

 

以上、協議事項の概要を申し上げましたが、詳しい内容につきま

しては事務局から説明いたしますので、よろしくご協議のほどお願

い申し上げます。 

 

終わりに、皆様には更なる当公社へのご協力をお願い申し上げ、

あいさつといたします。 

 

ありがとうございました。 

 

議 長           （青 木 健 君） 

 

ありがとうございました。 

それでは、日程第４「議題」に入ります。なお、議事の進行上、

協議事項２及び協議事項３を一括議題とすることにご異議ありませ

んか。 

 

（「異議なし」との声あり。） 

 

ご異議なしと認め、協議事項２及び協議事項３を一括議題としま

す。 

 

それでは、協議事項１「令和７年度国立市土地開発公社補正予算

（第１号）案」を議題といたします。当局から説明を求めます。事

務局長。 

 

事 務 局 長           （立 川 浩 平 君） 

 



 

それでは、協議事項１「令和７年度国立市土地開発公社補正予算

（第１号）案」について、説明させていただきます。 

 

１ページをお開きください。第２条、収益的収入及び支出予算の

補正でございますが、収入は１４９万２千円を減額し、収入予算の

総額を２千１４０万円とし、支出は１６２万６千円を減額し、支出

予算の総額を２千１９８万１千円とするものでございます。 

 

第３条、資本的収入及び支出予算の補正でございますが、収入は

４千４８９万３千円を増額し、収入予算の総額を６千７７７万４千

円とし、支出は４千３８９万３千円を増額し、支出予算の総額を６

千８９０万８千円とするものでございます。 

 

２ページの第１表及び３ページの第２表におきまして、収入及び

支出の内訳をお示ししておりますが、詳細につきまして、補正明細

書で説明いたしますので、６ページへお進みください。 

 

収益的収入ですが、保有土地の売却金額が確定したことにより、

款１事業収益で１５２万６千円を減額してございます。また、預金

利息の上昇により、款２事業外収益で３万４千円を増額しておりま

す。 

 

７ページの収益的支出ですが、保有土地の売却金額が確定したこ

とにより、款１事業原価で１５２万６千円を減額、また決算見込み

によりまして、款４予備費で１０万円を減額しております。 

 

次に、８ページの資本的収入ですが、保有土地の売却金額が確定

したことにより、項１固定資産売却代金で１５２万６千円を減額、

国立市土地開発基金の借換に伴い、項３長期借入金で４千６４１万

９千円を増額しております。 

 

９ページの資本的支出ですが、決算見込みによりまして、項２事

業管理費で１５２万６千円を減額、および項５予備費で１００万円

を減額しております。 

 

また、国立市土地開発基金の借換に伴い、項４長期借入金償還金

で４千６４１万９千円を増額しております。 

 

次に、１０ページの令和７年度国立市土地開発公社資金計画変更

でございますが、予算の補正に伴い資金計画を変更したもので、変



 

更後の金額は受入資金が８千６３万３千円、支払資金が６千９５３

万４千円となり、差し引き１千１０９万９千円を令和８年度への予

定繰越金とするものでございます。 

 

１１ページへお進みください。令和７年度国立市土地開発公社予

定損益計算書でございます。１．事業収益から２．事業原価を差し

引いた額が事業総損失となり、事業総損失から３．販売費及び一般

管理費を差し引いた額が、事業損失の６２万６千円となります。 

この事業損失に４．事業外収益を加え、５．事業外費用を差し引

いた額が経常損失の５８万１千円となり、これが当期純損失５８万

１千円となるものでございます。 

 

最後に、１２ページの令和７年度国立市土地開発公社予定貸借対

照表でございます。表左側の上段、資産の部でございますが、１．

流動資産は現金及び預金と公有用地で、合計２億８０２万７千円と

してございます。２．固定資産は、投資その他の資産で、合計８０

０万円でございます。 

最終行の資産合計は、２億１千６０２万７千円となるものでござ

います。 

 

次に、表右側の上段、負債の部でございますが、長期借入金によ

り、合計１億９千６４１万８千円としてございます。表右側の下

段、純資産の部でございますが、資本財産８００万円と準備金合計

１千１６０万９千円の合計で、１千９６０万９千円としてございま

す。表右側の最終行、負債・純資産合計が、表左側の資産合計と同

額の、２億１千６０２万７千円となるものでございます。 

 

「令和７年度国立市土地開発公社補正予算（第１号）案」の説明

は以上となります。よろしくご協議くださいますよう、お願い申し

上げます。 

 

議 長           （青 木 健 君） 

 

説明が終わりました。それでは、ご質疑・ご意見を承ります。 

 

なければ、これで協議事項１については終了することとし、引き

続き協議事項２「令和８年度国立市土地開発公社事業計画案」及び

協議事項３「令和８年度国立市土地開発公社予算案」を議題といた

します。 

 



 

それでは、説明を求めます。事務局長。 

 

事 務 局 長           （立 川 浩 平 君） 

 

まず、協議事項２「令和８年度国立市土地開発公社事業計画案」 

についてご説明いたします。 

 

      １ページをお開きください。国立市土地開発公社と SDGｓとの関係 

でございます。２０１５年に、持続可能な開発目標が国連サミットで

採択され、この１７の目標を５つのキーワードに分類し、公社の事業

にかかわりのある目標を１項目ずつイメージ図に示しております。 

３ページへお進みください。令和８年度の事業計画ですが、用地取

得等事業は、保有土地管理事業に係る経費として１２万円を計上して

ございます。 

   

以上が、協議事項２の事業計画案でございます。 

 

続きまして、協議事項３「令和８年度国立市土地開発公社予算案」

について、説明させていただきます。 

 

１ページをお開きください。第２条、収益的収入及び支出の予算額

は、収入合計を５万１千円、支出合計を７２万６千円とするものでご

ざいます。 

２ページの第３条、資本的収入及び支出の予算額は、収入合計を０

円、支出合計を１００万円とするものでございます。 

予算の詳細につきましては、５ページの予算説明書で説明いたしま

すので、５ページへお進みください。 

収益的収入の、款２事業外収益は、受取利息と雑収益として、５万

１千円を計上しております。 

６ページ、収益的支出の、款１事業原価は、需用費などの経費とい

たしまして１２万円を計上し、７ページの款２販売費及び一般管理費

は、監事及び評議員の報酬として３９万８千円、需用費等の経費とし

て１０万８千円の、５０万６千円を計上しており、款４予備費１０万

円を含めた支出合計を７２万６千円としてございます。 

 

次に、８ページの資本的収入は、０円とし、９ページの資本的支出

は、項５予備費を１００万円計上し、支出合計を１００万円としてご

ざいます。 

１０ページの令和８年度国立市土地開発公社資金計画でございます

が、受入資金を１千１１５万円、支払資金を１７２万６千円とし、差



 

引額を９４２万４千円としてございます。 

 

次に、１１ページの令和８年度国立市土地開発公社予定損益計算書

でございます。１の事業収益から２の事業原価を差し引いた額が事業

総損失となり、事業総損失から３の販売費及び一般管理費を差し引い

た額が事業損失の６２万６千円となります。 

この事業損失に４の事業外収益を加え、５の事業外費用を差し引い

た額が、経常損失の５７万５千円となり、経常損失から６の予備費を

差し引いた額が、当期純損失の６７万５千円となるものでございま

す。 

 

最後に、１２ページの令和８年度国立市土地開発公社予定貸借対照

表でございます。 

表左側の上段、資産の部でございますが、１の流動資産は現金及び

預金と公有用地で、合計２億７３５万２千円としてございます。 

２の固定資産は、投資その他の資産で合計８００万円でございま

す。最終行の資産合計は、２億１千５３５万２千円となるものでござ

います。 

 

次に、表右側の上段、負債の部でございますが、長期借入金によ

り、合計１億９千６４１万８千円としてございます。表右側の下段、

純資産の部でございますが、資本財産８００万円と準備金合計１千９

３万４千円の合計で、１千８９３万４千円としてございます。表右側

の最終行、負債・純資産合計が、表左側の資産合計と同額の２億１千

５３５万２千円となるものでございます。 

 

令和８年度国立市土地開発公社予算案の説明は以上となります。 

なお、協議事項に関する説明資料といたしまして、令和７年度末お

よび令和８年度末予定の公有用地明細表を、あわせて提出しておりま

す。 

 

協議事項２及び３につきまして、よろしくご協議くださいますよ

う、お願い申し上げます。 

 

議 長           （青 木 健 君） 

 

報告が終わりました。 

それでは、ご質疑、ご意見をうけたまわります。 

大谷評議員。 

 



 

評 議 員           （大 谷 俊 樹 君） 

 

事業計画というところで質問させていただきたいのですが、土地

開発公社は５年以内に事業化が決定されている土地については取得

ができるということですけども、逆に返すと５年以内に事業化が予

定されていない土地に関しては買えない、このような認識でよろし

かったでしょうか。 

 

事 務 局 長           （立 川 浩 平 君） 

 

平成２８年３月に国立市と土地開発公社との間で、国立市土地開

発公社のあり方についてというものを取り交わしております。こち

らは、当時、土地開発公社評議員会あるいは国立市議会において、

今後の公社のあり方が、解散も含めて議論されていた経過を踏まえ

て両者を取り交わしたものです。その中の、いわゆる３原則と申し

上げているものが、ご質疑いただいた内容でございます。 

３つございまして、１つ目が国立市の実施計画に計上されている

用地取得のみを行うこと。２つ目が、長期保有を行わない、長期保

有というのは５年以上ですので、つまり５年以内に市が買い戻すス

ケジュールを立てることとなっております。今のご質疑の内容はそ

の通りでございます。厳密にいうと、市の実施計画に載っていて、

５年以内に事業化する計画というよりは、土地開発公社が用地取得

したら５年以内に市に売り払うという原則になっているというもの

でございます。 

 

評 議 員           （大 谷 俊 樹 君） 

 

当時はそういった事情でしょうけれども、今みなさんご承知のと

おり、かなり長い南武線の高架化事業ということが示されておりま

す。状況がだいぶ違いますし、これに縛られているのではしっかり

とした事業が行えない、このような気もしますので、この５年とい

う縛りの中で、南武線の高架化事業というのは非常に厳しいと私は

考えます。ここら辺がもう決まっている事業でありますから、そう

いったところの議論もしながら、長期事業に限っては、事業もわか

っているわけですから、そこに柔軟に対応できる土地開発公社でな

ければならないと思いますので、この辺の考え方はどのように考え

ているかをお伺いします。 

 

事 務 局 長           （立 川 浩 平 君） 

 



 

計画的な用地取得と、それを土地開発公社に先行取得を依頼する

かどうかというのは設立団体である国立市における判断というのが

まずあると思います。土地開発公社としましては、平成２８年のあ

り方、取り交わし以降の先行取得の実績を調べさせていただいたと

ころ、平成２８年度以降、令和７年度まで１０件ございまして、取

得から市の買戻しまでの期間を調べてみますと、平均しても１年４

カ月ほどということで、実態としてこれまでの実務では５年以内の

スケジュールで支障なく先行取得と市による取得というところがス

ムーズに行われているというところがございますので、５年という

縛りがこれまでの中では特に弊害になった例はなかったというとこ

ろでございます。 

 

評 議 員           （大 谷 俊 樹 君） 

 

分かりました。今まではそうでしょうけども例えば今後出ること

において、事業の買戻しの時期が分かっているけども、今買わなけ

ればいけない事情が出てくると思います。そういったときに柔軟に

対応しなければいけないというように私の方では考えていますの

で、もし、こういった勉強会というか、そういうところが必要であ

れば、この部分も深めていった方がいいと思いますので、必要があ

れば、そういった部分のなにかしらの考え方を深めるような場面と

かがあれば、ぜひお取り計らいいただきたいと思いますけども、よ

ろしくお願いします。 

 

議 長           （青 木 健 君） 

 

ただいまのご意見につきましては、土地開発公社として扱うので

はなく、国立市の行政として扱う問題になろうかと思いますので、

この件については議長に申し込みまして、担当部局において必要に

応じて行っていただくようにしてもらいたいと思います。 

 

評 議 員           （中 谷 絢 子 君） 

 

あり方の中の３原則、１点お伺いしたいのですけれども、先ほど

おっしゃっていただいた３つの原則で、市の方は谷保の田んぼの保

全ということで、農地の取得をしていくとか、あとは都の補助金も

使って水田の保全をしていくというような計画が出ていると思うの

ですけれども、その部分のところの３原則の整合性は取れているの

でしょうか。 

 



 

事 務 局 長           （立 川 浩 平 君） 

 

整合性は取れていると考えております。今ご指摘いただいたよう

に、例えば相続により迅速に市が取得する必要が出た、例えば農地

とか道路用地を取得する際に、都や国の交付金の事務的な手順の関

係で、市の予算の確保が間に合わない場合、土地開発公社の先行取

得というところが機動的に対応できるということで、これまでも主

にはそういった理由で先行取得を依頼されているというところでご

ざいます。その部分については、市の実施計画ですとか、５年以内

あるいは事前に財政負担の検証を行うという３原則を実施したうえ

で実務としてはできていると考えております。 

 

議   長           （青 木 健 君） 

 

ほかに、ございませんか。 

なければ、協議事項２及び協議事項３について、終了することと

いたします。 

 

これをもちまして、全日程が終了いたしました。 

以上で、令和８年第１回国立市土地開発公社評議員会を閉会いた

します。お疲れ様でした。 

 

午後４時２５分閉会 

 

※会議冒頭の「出席評議員は９名」との発言は、評議員１名の遅参によるもの。

会議終了時の評議員出席者は１０名となり、会議終了後、議長、評議員にて確

認を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


